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事案の概要

50代　女性　会社員

　依頼者は，相手方に対して慰謝料請求の裁判を起こし，勝訴判決を得ました
が，相手方からは任意の（自発的な）支払いを得ることができずにいました。
　どうにかしたいと思い，依頼を受けました。

解 決 結 果

　相手方がおよそどの銀行に口座を持っているかという目星がありましたので，
３つの銀行口座に対して，強制執行の申し立てを行いました。
　するとある１つの口座に100万円超の預金があることが判明し，そのお金を
回収することができました。

担当弁護士からひとこと 　　 

　預金口座の差押えの場合，支店名までがわかっていれば，口座番号までがわか
らなくても相手の銀行口座を差し押さえることが可能です。
　今回は，相手が油断していたこともあり，ある程度の多額の預金を差押えるこ
とに成功した事案でした。

100万円超の賠償金の回収
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